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江戸川区立松江第一中学校改築工事 

基本設計及び実施設計業務委託プロポーザル実施要項 
 
１ 目的 

江戸川区立松江第一中学校の改築にあたり、基本設計及び実施設計業務には、学校及び

発注者等の考え方に柔軟に対応し、パートナーとなり得る豊富な実績と確かな技術力を有

している必要がある。江戸川区は昨今の建設費の高騰に対応すべく、改築工事費の抑制及

び施工効率を高めた計画（以下「ベースプラン」）を作成した。本要項はこれらを踏まえ、

優れた提案能力を持つ設計者を選定するために必要な事項を定める。 

 

２ 業務の概要 

(1) 業務名 

江戸川区立松江第一中学校改築工事基本設計及び実施設計業務委託（以下「本業務委

託」） 

(2) 発注者 

江戸川区 

(3) 業務内容 

江戸川区立松江第一中学校改築工事基本設計及び実施設計業務 

(4) 委託期間 

契約日の翌日から令和１０年３月１７日（予定）までとする。 

(5) 担当部署 

所 管：江戸川区都市開発部学校建設技術課（事務局） 

所 在：郵送の場合 

〒１３２－８５０１ 江戸川区中央一丁目４番１号 江戸川区役所 

持参の場合 

〒１３２－００２１ 江戸川区中央一丁目３番７号 江戸川中央ビル５階 

電 話：０３－５６６２－８７２９（直通） 

メール：gakko-kensetsu●city.edogawa.tokyo.jp 

    ※送信の際は、●を@に置き換えてください。 

 

３ プロポーザルの参加資格 

プロポーザルの参加資格は、以下の(1)に掲げる要件をすべて満たす単体企業、または

(2)に掲げる要件をすべて満たす設計共同企業体とする。なお、プロポーザル参加者が契

約締結までの間に参加資格を有しなくなった場合は、その時点で失格とする。 

(1) 単体企業（「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」（昭和４１

年法律第９７号）に基づく官公需適格組合を含む） 

① 江戸川区競争入札参加資格があること。（参加表明書提出日までに、「東京電子

自治体共同運営電子調達サービス」へ申請手続きをして江戸川区の入札参加資格を

取得されていること） 

② 東京都及び江戸川区から工事の設計契約に係る指名停止期間中でないこと。 

③ 令和７年４月１日以降、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令等

の処分を受けていないこと。 

④ 経営不振の状態（会社更生法(平成１４年法律第１５４号)第１７条第１項に基づ

き更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成１１年法律第２２５号)第２

１条第１項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りに



2 

なったとき等。ただし、江戸川区が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。）

にない者であること。 

⑤ 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 

⑥ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく、一級建築士事

務所の登録を継続し３年以上行っていること。 

⑦ 本業務委託に従事する一級建築士数が３名以上であること。 

⑧ 上記⑦の所属一級建築士は、令和７年４月１日現在、入社１年を経過する正社員

であること。 

(2) 設計共同企業体 

① 上記(1)を全て満たしている者により構成されること。ただし、⑦は構成員の合計

数が満足することでよい。 

② 構成員の数は３者以内であること。 

③ 代表者は出資割合が最大であること。 

④ 構成員の出資比率は２０％以上とすること。 

⑤ 構成員は単体企業での参加者、他の設計共同企業体の構成員および他の参加者の

協力事務所を兼ねていないこと。 

 

４ 改築工事の概要 

(1) 概要 

既存プール及びテニスコートを先行解体し、敷地内に校舎、屋内運動場及び屋内温

水プールの新築を行うもので、新校舎の使用開始後、既存校舎（①棟・②棟・③棟）

及び屋内運動場（⑰棟）等を解体し、外構、校庭整備及びテニスコート新設を行うも

のとする。 

(2) 工事名称 

江戸川区立松江第一中学校改築工事 

(3) 所在地 

江戸川区松江五丁目５番１号 

(4) 敷地面積 

約１８，１００㎡（令和７年１１月現在、測量中のため参考値である。） 

(5) 建築物の予定規模 

ア 構造 

鉄筋コンクリート造またはその他構造（コンクリート充填鋼管構造等）とし、コ

スト及び工期等を十分に考慮すること。（施設の転用を見越したラーメン構造とす

る） 

イ 工法 

施工の容易な汎用性の高い工法とする。 

ウ 延べ面積 

校舎、屋内運動場、屋内温水プール： ９，７００㎡程度 

付属棟等            ：   ２００㎡程度 

※ 縮小するように努めること。 

(6) 用途及び予定室数 

ア 用途 

中学校（校舎、屋内運動場、屋内温水プール） 

イ 予定室数 

資料２を参照。 
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(7) 改築事業スケジュール 

資料３を参照。 

 

５ 参加表明書 

本件に参加するにあたっては、以下に示す内容に留意し、別添の各様式に基づき参加表

明書を提出すること。 

(1) 記載にあたっては以下の事項に留意すること。 

ア 様式に既に記載されている文字等は削除・変更しないこと。ただし、文字の大き

さと書体については、見やすさを損なわない範囲で調整可能とする。 

イ 用紙の大きさはＡ４判タテ（片面印刷）とする。 

ウ 単体企業で参加する場合は、様式Ａ（参加表明書）に必要事項を記入すること。 

エ 設計共同企業体で参加する場合は、様式Ｂ（参加表明書（設計共同企業体用））、

様式Ｃ（委任状）及び様式Ｄ（設計共同企業体協定書）に必要事項を記入すること。 

オ 様式１（事務所の技術職員・有資格者数）に記載する内容は、下記のとおりとす

る。 

① 事務所の技術職員の資格・担当別人数 

※ 複数の分野を担当する職員については最も専門とする分野に記入すること。 

※ 複数の資格を有する職員についてはいずれか１つの資格の保持者として取り

扱う。 

※ 官公需適格組合または設計共同企業体で応募する場合は、合算した技術職員・

有資格者数を記入すること。 

※ 協力事務所がいる場合は、本様式に記入せず、様式４（協力事務所）に記入

すること。 

② 本業務委託に従事する一級建築士３名の氏名・登録番号 

カ 様式２－１及び２－２（事務所の業務実績・地域貢献）に記載する内容は、下記

のとおりとする。 

① 業務実績には、過去１０年間に完了した日本国内の同種、類似及び区設計を、

それぞれ３件以内で記入すること。なお、工事区分は、同種と類似において新築、

増築及び改築が対象であり、大規模の修繕または大規模の模様替えは業務実績に

含まない。 

※ 「業務実績」とは、平成２７年４月以降に完了した設計業務、監理業務をい

い、現在業務中（履行中）のものは、業務実績に含まない。なお、「設計業務」

とは、基本設計かつ実施設計の両方を含むものを対象とする。 

※ 「同種」とは、公立、私立を問わず１棟で延べ面積１，５００㎡以上（既存

部分の床面積を除く。）の小学校・中学校をいう。 

※ 「類似」とは、国または地方公共団体が発注した同種以外の１棟で延べ面積

１，５００㎡以上（既存部分の床面積を除く。）の建築物をいう。 

例１ 中高一貫校は「同種」 

例２ 公立高等学校は「類似」 

例３ 私立高等学校は「記載対象外」 

例４ 増築及び改築の対象床面積１，５００㎡未満の同種及び類似は「記載対象

外」 

※ 同種と類似を置き換えて３件以上記入することはできない。 

※ 「区設計」とは、江戸川区が発注した建築工事設計業務委託（同種及び類似

の設計業務との重複は可。）をいい、工事区分は問わない。 

② 業務実績の記入優先順位は、延べ面積の大きいものから記入すること。 
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③ 業務名は、上段に受注した設計業務名を記入すること。官公需適格組合、設計

共同企業体で応募する場合は、業務名の下段に、業務を行った組合員または構成

員を記入すること。また、協力事務所としての参画の場合は、元請事務所名を記

入すること。 

④ 同一物件においての設計業務と監理業務は併せて１つの業務とする。 

⑤ 受注形態は、単独、組合（官公需適格組合）、ＪＶ（設計共同企業体）または、

協力（協力事務所としての参画）のいずれかを記入すること。 

⑥ 構造・規模は、上段に「構造種別―地上階数／地下階数」を記入すること。 

例 ＲＣ造、地上５階、地下１階の場合「ＲＣ－５／１」 

中段は施設全体面積を、下段は業務実績の対象床面積をそれぞれ記入すること。 

⑦ 業務完了年月は、設計業務のみの場合には設計業務完了日を記入し、監理業務

及び設計・監理業務の場合には、監理業務完了日を記入すること。 

⑧ 工事監理業務実績の有無は、どちらかに「〇」をつけること。 

⑨ 区設計以外の地域貢献は、単体企業、設計共同企業体または協力事務所が、江

戸川区との災害時協力協定、江戸川区依頼による活動（耐震コンサルタント派遣、

耐震相談会等）がある場合は記入すること。 

キ 様式３－１及び３－２（総括責任者・主任技術者の業務実績等）に記載する内容

は、下記のとおりとする。 

※ 記入にあたっては、上記カを参考とすること。 

① 総括責任者は、本業務委託を受託する設計事務所の所員（予定技術者）とする

こと。 

② 主任技術者は、実際に本業務委託を担当する意匠、構造、機械設備、電気設備、

積算の担当種別５名（予定技術者）を必ず記入すること。 

③ 業務実績には、過去１０年間に完了した日本国内の同種及び類似を、それぞれ

３件以内で記入すること。 

④ 業務名は、上段に同種業務実績は（同種）、類似業務実績は（類似）を付記す

ること。下段は受注した設計業務名を記入すること。 

⑤ 業務実績の記入優先順位は、同種の業務実績、類似の業務実績の順とする。た

だし、江戸川区が発注した同種及び類似の業務実績があれば１つ目に記入し、な

ければ１つ目に記入してはならない。なお、江戸川区が発注した同種及び類似の

業務実績が複数存在する場合は、２～４つ目の括弧の後に「区内」と記入するこ

と。 

⑥ 立場は、その業務における役割分担で、総括（総括責任者）、〇〇主任（○○

主任技術者）、△△担当（△△担当技術者）のいずれかを記入すること。 

⑦ 主な業務内容は、業務実績に記載された業務中において、それぞれの立場で経

験した専門知識及び応用能力を発揮した事項についての業務内容を記入すること。 

ク 様式４（協力事務所）に記載する内容は、下記のとおりとする。 

① 様式３－１及び３－２（総括責任者・主任技術者の業務実績等）に記載する主

任技術者が協力事務所に所属する場合に記入する。 

② 業務実績の同種、類似については、上記カに準じて記入する。 

ケ 様式５（総括責任者の業務実績）に記載する内容は、下記のとおりとする。 

① 様式３－１（総括責任者・主任技術者の業務実績等）のうち、代表的なものを

１件記入すること。 

② 写真、パース、図等を用いて簡潔に記載すること。 

③ 提案者（事務所名等）が特定できる内容は記入しないこと。 

コ 様式６(意匠担当主任技術者の業務実績)に記載する内容は、下記のとおりとする。 
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① 様式３－１（総括責任者・主任技術者の業務実績等）のうち、代表的なものを

１件記入すること。 

② 写真、パース、図等を用いて簡潔に記載すること。 

③ 提案者（事務所名等）が特定できる内容は記入しないこと。 

サ 参加表明書の無効 

提出書類について、本要項及び別添の各様式に示された条件に適合しない場合は、

無効とすることがある。なお、本業務委託における意匠担当主任技術者は、江戸川区

の建築工事設計業務委託及び監理業務委託を同時に担当することはできない。 

(2) 参加表明書の提出 

本参加表明書の提出は以下による。 

ア 提出様式 

用紙の大きさについて様式Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、１～６はＡ４判タテ（片面印刷）と

し、別添の各様式を用いて各１枚ずつとする。 

イ 提出部数及び形態 

企業 

形態 
別添の各様式 

提出 

部数 

電子 

データ 
住所、会社名等 押印 

単体 

企業 

(ｱ) 様式Ａ、１～６ ２ 〇 
〇 

(様式Ａ、２～４) 
〇 

(ｲ) 様式Ａ、１～６ ９ × 
× 

(様式Ａ、２～４) 
× 

設計 

共同 

企業体 

(ｳ) 
様式Ｂ、Ｃ、Ｄ、 

１～６ 
２ 〇 

〇 

(様式Ｂ、Ｃ、Ｄ、２～４) 
〇 

(ｴ) 
様式Ｂ、Ｃ、Ｄ、 

１～６ 
９ × 

× 

(様式Ｂ、Ｃ、Ｄ、２～４) 
× 

※ 単体企業の場合は(ｱ)と(ｲ)の計１１部、設計共同企業体の場合は(ｳ)と(ｴ)の計

１１部を提出すること。 

※ 提出書類は、左端２箇所ホチキス綴じ及び穴あけとすること。 

※ 電子データはＰＤＦファイルでＣＤ１枚（ケースを付け、ラベル面に「参加表

明書」、２(1)に示す業務名及び会社名を記入）を提出すること。 

※ 別添の各様式以外に、フラットファイル等を付加したものやコーティング紙の

使用を禁ずる。 

 

ウ 提出先 

２(5) 担当部署参照。 

エ 提出期限 

１１ プロポーザルの日程（予定）参照。 

オ 提出方法 

持参または郵送（書留郵便）とする。（宅配便可） 

※ 技術提案書が所定の期限までに提出のないものは、失格となる。 

(3) その他 

ア 要求された内容以外の書類及び図面等については受理しない。 

イ 提出された参加表明書は返却しない。 

ウ 参加表明書は日本語で記入すること。 
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６ 技術提案書 

本件の技術提案にあたっては、以下に示す内容に留意し、別添の各様式に基づき技術提

案書を提出すること。 

(1) 提案項目について 

ア 業務の実施方針 

本業務委託、提案事項及び監理業務を実施するにあたっての取組方針、体制（協

力事務所がある場合は、その体制を含む。）、特に配慮すべき事項などについて簡

潔に記載すること。また、事前調査を含む不調対策、入札不調時の対応、工事工程

（工期）及び工事発注までの体制を含め提案すること。 

イ テーマ別課題 

プロポーザルにおいては､江戸川区のホームページに掲載する「江戸川区立松江第

一中学校改築基本構想・基本計画」を踏まえ、以下の①～⑥についての提案をする

こと。 

① 地域開放に対する屋内温水プールを整備する上で必要な配慮について 

② ①を踏まえた学習空間等の空間構成について 

  ベースプラン（資料１）を参考に施工コスト及び工期短縮に留意し、ベースプ

ランに不足するものや、改善すればより良い学習空間等になる場合は、平面計画

等の提案を行うこと。 

③ 施工しやすくコンパクトな建築物によるイニシャルコストの低減について 

具体的な新校舎（校舎、屋内運動場、屋内温水プール）工事費を算出根拠とと

もに提示すること。 

④ 環境、省エネへの配慮、ライフサイクルコストの削減及び長期利用への配慮に

ついて 

⑤ 江戸川区に相応しい地震、水害を考慮した学校改築について 

江戸川区地震防災マップ（各種）、江戸川区水害ハザードマップ参照 

⑥ 地域性を考慮した学校別デザインについて 

以下に示す本地域の地域性を考慮した学校別デザインを踏まえた提案を行うこ

と。 

学校別 

デザイン 

学校周辺に位置する自然豊かな船堀グリーンロード、小松川境川親水公

園及び新川の水のせせらぎと緑に恵まれた景観を活かすとともに、蓮田

などの田園風景が広がった歴史や文化が感じられる空間デザインとする。 

 

ウ 設計工程計画 

エ 見積書（基本設計、実施設計業務及び工事監理等業務の見積額） 

(2) 記載にあたっては、以下の事項に留意すること。 

ア 様式に既に記載されている文字等は削除・変更しないこと。ただし、枠線および

文字の大きさと書体については、見やすさを損なわない範囲で調整可能とする。 

イ 提案は、文章での表現を原則とし、基本的な考え方を簡潔に記述すること。 

ウ 視覚的表現については、文章を補完するために必要最小限な範囲においてのみ認

めるが、具体的な建物の設計またはこれに類する表現、詳細・細部の描き込み（柱

の位置、扉の開き勝手、屋根材、舗装材等）、簡易でない表現をしてはならない。 

エ 視覚的表現の表現方法が許容範囲を超えていると判断される場合は、当該評価に

係る評価点から減点する。表現の許容範囲については、資料６を参照すること。 

オ 技術提案書の評価にあたっては、文章により表現された内容を評価することが基

本であり、文章を補完するイメージ図等の視覚的表現については、見栄えや彩度で
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差をつけて評価はしない。 

カ 単体企業で参加する場合は、様式Ｅ（技術提案書）に必要事項を記入すること。 

キ 設計共同企業体で参加する場合は、様式Ｆ（技術提案書（設計共同企業体用））

に必要事項を記入すること。 

ク 本件に係る実際の設計担当チームが作成し、記入すること。 

ケ 様式８（業務の実施方針）に記載する内容は下記のとおりとする。 

① 文章を補完するために図、表、簡単なイラスト等の使用は認める。 

② 記入する文字の大きさは１１ポイント以上とする。ただし、図中等の文字はこ

の限りではないが、見やすさには配慮すること。 

③ 提案者（事務所名等）が特定できる内容は記入しないこと。 

コ 様式９（テーマ別課題）に記載する内容は、下記のとおりとする。 

① 提案項目について、(1)イ テーマ別課題を簡潔に記入すること。 

② 文章を補完するために図、表、簡単なイラスト等の使用は認める。 

③ 建物の外観イメージを示す鳥瞰図（外観パース）は、原則必要としない。提案

内容によって必要な場合は、最小限の簡易なパースとする。 

④ 改築に伴う周辺環境への影響に留意すること。（資料４、５） 

⑤ 記入する文字の大きさは、１１ポイント以上とする。ただし、図中等の文字は

この限りではないが、見やすさに配慮すること。 

⑥ 提案者（事務所名等）が特定できる内容は記入しないこと。 

サ 様式１０（設計工程計画）は、具体的な検討項目、コスト管理、打合せ（報告・

協議等）の頻度、各書類の提出時期及び業務内容の予定期日等を記入すること。ま

た、本様式においては、必要に応じて書式を変更してもよい。 

シ 様式１１（見積書）は、本業務委託及び工事監理等業務に係る業務委託金額の見

積額を記載すること（消費税込）。工事監理等業務の見積額については、資料７に

示す業務内容を想定した上で提案すること。なお、工事監理等業務の見積額につい

ては、審査の評価に含まないが、工事監理等業務委託を発注する際の参考とする。 

① 本業務委託における契約限度額  ：２５６，０００，０００円（消費税込） 

② 工事監理等業務における提案限度額：１１２，５００，０００円（消費税込） 

ス 提出書類について、本要項及び別添の各様式に示された条件に適合しない場合は、

無効とすることがある。 

(3) 技術提案書の提出 

技術提案書の提出は以下による。 

ア 提出様式 

用紙の大きさについて、様式８、１１はＡ４判タテ（片面印刷）、様式１０はＡ

４判ヨコ（片面印刷）、様式９はＡ３判ヨコ（片面印刷でＡ４サイズに折り込むこ

と）とし、別添の各様式を用いて各１枚ずつとする。 
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イ 提出部数及び形態 

企業 

形態 
別添の各様式 

提出 

部数 

電子 

データ 
住所、会社名等 押印 

単体 

企業 

(ｱ)  
様式Ｅ、 

８～１１ 
２ 〇 

〇 

(様式Ｅ、１１) 
〇 

(ｲ)  
様式Ｅ、 

８～１１ 
１５ × 

× 

(様式Ｅ、１１) 
× 

設計 

共同 

企業体 

(ｳ)  
様式Ｆ、 

８～１１ 
２ 〇 

〇 

(様式Ｆ、１１) 
〇 

(ｴ)  
様式Ｆ、 

８～１１ 
１５ × 

× 

(様式Ｆ、１１) 
× 

※ 単体企業の場合は(ｱ)と(ｲ)の計１７部、設計共同企業体の場合は(ｳ)と(ｴ)の計

１７部を提出すること。 

※ 提出書類は、左端２箇所ホチキス綴じ及び穴あけとすること。 

※ 電子データはＰＤＦファイルでＣＤ１枚（ケースを付け、ラベル面に「技術提

案書」、２(1)に示す業務名及び会社名を記入）を提出すること。 

※ 別添の各様式以外に、フラットファイル等を付加したものやコーティング紙の

使用を禁ずる。 

ウ 提出先 

２(5) 担当部署参照。 

エ 提出期限 

１１ プロポーザルの日程（予定）参照。 

オ 提出方法 

持参または郵送（書留郵便）とする。（宅配便可） 

(4) その他 

ア 要求された内容以外の書類及び図面等については受理しない。 

イ 提出された技術提案書は返却しない。 

ウ 技術提案書は日本語で記入すること。 

 

７ 審査方法 

本件は公募型プロポーザルとし、書類審査及びヒアリング審査を実施する。 

(1) 書類審査では、参加表明書及び技術提案書の審査を行い、上位４社をヒアリング対

象者として選定する。 

(2) ヒアリング審査では、設計能力を総合的に評価し、最優秀者及び次点者を選定する。

当日の出席者に関しては総括責任者及び意匠担当主任技術者を含め３名以内とするこ

と。なお、ヒアリングの時間、場所及び留意事項等は、選定後、別途通知する。 

(3) 参加表明書及び技術提案書に係る評価項目及び配点は、下表のとおりとする。 
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評価項目 評価の着目点 配点 

応募企業及び

予定技術者の

業務経験並び

に業務実施能

力 

応募企業について、以下の着目点により総合的に評価する。 

① 技術職員・有資格者数 

② 同種の設計・監理業務実績 

③ 類似の設計・監理業務実績 

④ 地域貢献（区設計の業務実績、災害時協力協定等） 
30/100 

予定技術者について、以下の着目点により総合的に評価する。 

① 資格及び経験年数 

② 同種の設計・監理業務実績及び内容 

③ 類似の設計・監理業務実績及び内容 

④ 上記②③の江戸川区内での業務実績 

技術提案 

技術提案書について、以下の着目点により総合的に評価する。 

① 業務の実施方針・手法 

② 課題に対する取り組みの的確性・実現性 

③ コスト管理に対する取り組み 

60/100 

設計料見積額 設計料見積額について、評価基準に基づき評価する。 10/100 

 

８ 参加表明書及び技術提案書に関する質問回答 

(1) 受付方法 

書式は別添の様式７（質問書）を使用し、Ｅメールにエクセルファイル形式で添付

し送信すること。行が不足する場合は、適宜追加すること。また、資料名ごとにまと

め、各資料の該当箇所の順に並べて表記すること。 

(2) 送信先 

２(5)担当部署参照。件名は、「江戸川区立松江第一中学校プロポーザル質問（会社

名）」とすること。 

(3) 質問の受付及び回答 

１１ プロポーザルの日程（予定）参照。 

 

９ 審査結果の通知 

(1) 書類審査結果の通知 

審査の結果は、参加表明書及び技術提案書を提出した全社に、書面により通知する。

なお、評価点は公表しない。 

(2) ヒアリング審査結果の通知 

審査の結果は、ヒアリング審査対象者に、書面により通知する。 

 

１０ 業務委託契約 

(1) 委託料 

６(2)シ 参照。 

(2) 契約の締結 

最優秀者と協議を行い、当該者と業務委託契約を締結する。なお、協議が不調とな

った場合は、次点者を交渉権者とする。 

※ 本件は、「江戸川区公契約条例」（平成２２年３月３１日条例第１号）の規定が

適用される。別紙「江戸川区公契約条例の適用について」参照。 
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１１ プロポーザルの日程（予定） 

内容 日程 

本要項の公表（江戸川区ＨＰ掲載） 令和７年１１月２０日(木) 

参加表明書及び技術提案書に関する 

質問受付期間 

令和７年１１月２６日(水) 

午前９時から午後３時まで 

※ Ｅメール受信後、担当部署より送信元へ

確認メールを送信する。当日午後４時まで

に確認メールが届かなかった場合には、担

当部署に電話で確認すること。なお、上記

期間内に届かなかったメールの質問には回

答しない。 

質問書回答（江戸川区ＨＰ掲載） 令和７年１２月 ４日(木) 

参加表明書の提出期間 令和７年１２月 ５日(金)から 

令和７年１２月１１日(木)午後５時まで 

技術提案書の提出期間 令和７年１２月１２日(金)から 

令和７年１２月１８日(木)午後５時まで 

書類審査結果の通知 令和８年 １月中旬発送予定 

ヒアリング審査の実施 令和８年 １月２９日(木） 

ヒアリング審査結果の通知 令和８年 ２月中旬発送予定 

ヒアリング審査結果の公表・契約締結 令和８年 ３月中旬予定 

※ 不測の事態（新型インフルエンザ等の感染症対策等）の発生により、プロポーザル

の日程に変更が生じる場合は、別途通知する。 

 

１２ その他 

(1) 基本構想・基本計画の公開 

江戸川区トップページ→子育て・教育→教育→江戸川区教育委員会→計画・施策・

統計資料→計画・施策→学校改築→松江第一中学校 

(2) 現地見学について 

現地見学は各社必要に応じて敷地の外より行うこと。ただし、人数、調査方法等に

ついては近隣住民へ配慮すること。なお、当該敷地内には立ち入りできない。 

(3) 無効となる条件 

以下の条件のいずれかに該当する場合には無効となる場合がある。なお、無効とな

ったときは、その時点でプロポーザルの参加者を失格とする。 

① ５ 参加表明書、６ 技術提案書に示された条件に適合しないもの 

② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

③ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

④ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの 

⑤ 虚偽の内容が記載されているもの 

⑥ 審査結果に影響を与える工作など不正な行為が行われたもの 

(4) 設計業務委託担当者の重複の禁止 

本業務委託における意匠担当主任技術者は、江戸川区の建築工事設計業務委託及び

監理業務委託を同時に担当することはできない。 

(5) 受注資格の喪失 

本業務委託を受注した設計事務所など（協力を受ける他の設計事務所等を含む。）

が製造業及び建設業と資本、人事面等において関連があると認められる場合、当該関
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連を有する製造業及び建設業の企業は、本業務委託に係る工事の入札に参加、または

当該工事を請負うことができない。 

(6) 提出に伴う費用 

参加表明書、技術提案書の作成及び提出に伴った費用の全ては、提出者の負担とす

る。 

(7) 受注した場合における基本設計書及び実施設計書の作成方法 

基本設計書及び実施設計書の作成方法は、別添の「基本設計及び実施設計業務委託

仕様書」に基づき作成すること。 

(8) 提出期限以降における参加表明書及び技術提案書の差替え及び再提出は認めない。

また、参加表明書及び技術提案書に記載した予定技術者は、病休、死亡、退職等極め

て特別な場合を除き、変更することができない。 

(9) ヒアリング審査対象者として選定された者は公表することがある。 

(10) 提出された書類は、選定を行う作業に必要な範囲において複製を作成することがあ

る。 

(11) 提出された参加表明書及び技術提案書は、本件の選定以外に提出者に無断で使用し

ない。 

(12) 技術提案書の作成のために江戸川区より受領した資料は、江戸川区の許可なく公表

及び使用することはできない。 

(13) Ｅメール等の通信事故については、江戸川区はいかなる責任も負わない。 

(14) 当該敷地のボーリングデータ等地盤状況を示す資料の公表はしない。 

(15) 本件に係るＣＡＤデータの公表はしない。 



別紙１ 

江戸川区公契約条例の適用について 

 

 

江戸川区では、公契約条例の適用対象案件に従事する労働者の労働報酬下限

額を設定するとともに、労働環境等の確認を行うなどの規定を整備しました。 

本案件は、江戸川区公契約条例の規定が適用され、受注者は、労働者等に対

して労働報酬下限額以上の賃金等の支払いや労働環境等を確認するための書面

を区へ提出することなどが義務付けられます。 

なお、労働報酬下限額につきましては、契約を締結する年度の労働報酬下限

額が適用されます。 

概要や詳細は、江戸川区ホームページに掲載していますので、ご確認くださ

い。 

 

 

【ホームページ掲載場所】 

トップページ（事業者向け情報） ＞ しごと・産業 ＞ 入札・契約情報 ＞  

公契約条例関連情報 ＞ 江戸川区公契約条例における労働環境等の確保に係る

実施手続について 

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e012/shigotosangyo/nyusatsukeyaku/kokyotyotatukihonjorei/ 

 

 

（関連資料） 

・公契約条例制度説明会資料（令和３年９月２４日） 

・令和４年度江戸川区公契約条例労働環境等の確保に係る実施手続の手引き 

・江戸川区公契約条例に基づく労働環境等の確認に関する特記事項（契約書ま

たは協定書の一部として綴られます） 

 

 

 

（公契約条例に関する問い合わせ先） 

総務部用地経理課契約係 

℡ 03（5662）1005 

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e012/shigotosangyo/nyusatsukeyaku/kokyotyotatukihonjorei/
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既
存
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舎
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特別教室特別教室特別教室特別教室特別教室特別教室特別教室

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

管理・運営管理・運営管理・運営管理・運営管理・運営管理・運営管理・運営

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

階段室階段室階段室階段室階段室階段室階段室

昇降口(EH)昇降口(EH)昇降口(EH)昇降口(EH)昇降口(EH)昇降口(EH)昇降口(EH)

凡例（色）凡例（色）凡例（色）凡例（色）凡例（色）凡例（色）凡例（色）

縮尺：　1/1000縮尺：　1/1000縮尺：　1/1000縮尺：　1/1000縮尺：　1/1000縮尺：　1/1000縮尺：　1/1000

運動場等運動場等運動場等運動場等運動場等運動場等運動場等

□夜間利用時などの騒音対策として、□夜間利用時などの騒音対策として、□夜間利用時などの騒音対策として、□夜間利用時などの騒音対策として、□夜間利用時などの騒音対策として、□夜間利用時などの騒音対策として、□夜間利用時などの騒音対策として、

　しやすい船堀街道側に配置　しやすい船堀街道側に配置　しやすい船堀街道側に配置　しやすい船堀街道側に配置　しやすい船堀街道側に配置　しやすい船堀街道側に配置　しやすい船堀街道側に配置

□一般利用を考慮し、既存と同様にアクセス□一般利用を考慮し、既存と同様にアクセス□一般利用を考慮し、既存と同様にアクセス□一般利用を考慮し、既存と同様にアクセス□一般利用を考慮し、既存と同様にアクセス□一般利用を考慮し、既存と同様にアクセス□一般利用を考慮し、既存と同様にアクセス
≪テニスコート≫≪テニスコート≫≪テニスコート≫≪テニスコート≫≪テニスコート≫≪テニスコート≫≪テニスコート≫

　住宅側から離した配置（基本計画No.54-2）　住宅側から離した配置（基本計画No.54-2）　住宅側から離した配置（基本計画No.54-2）　住宅側から離した配置（基本計画No.54-2）　住宅側から離した配置（基本計画No.54-2）　住宅側から離した配置（基本計画No.54-2）　住宅側から離した配置（基本計画No.54-2）

□船堀街道から直接アクセス可能□船堀街道から直接アクセス可能□船堀街道から直接アクセス可能□船堀街道から直接アクセス可能□船堀街道から直接アクセス可能□船堀街道から直接アクセス可能□船堀街道から直接アクセス可能
≪車寄せスペース≫≪車寄せスペース≫≪車寄せスペース≫≪車寄せスペース≫≪車寄せスペース≫≪車寄せスペース≫≪車寄せスペース≫

□生徒の動線と区別し、プール出入口に近接□生徒の動線と区別し、プール出入口に近接□生徒の動線と区別し、プール出入口に近接□生徒の動線と区別し、プール出入口に近接□生徒の動線と区別し、プール出入口に近接□生徒の動線と区別し、プール出入口に近接□生徒の動線と区別し、プール出入口に近接

□屋内プールは、近隣学校のバス利用に配慮し車寄せスペースに近接□屋内プールは、近隣学校のバス利用に配慮し車寄せスペースに近接□屋内プールは、近隣学校のバス利用に配慮し車寄せスペースに近接□屋内プールは、近隣学校のバス利用に配慮し車寄せスペースに近接□屋内プールは、近隣学校のバス利用に配慮し車寄せスペースに近接□屋内プールは、近隣学校のバス利用に配慮し車寄せスペースに近接□屋内プールは、近隣学校のバス利用に配慮し車寄せスペースに近接
≪屋内プール・屋内運動場≫≪屋内プール・屋内運動場≫≪屋内プール・屋内運動場≫≪屋内プール・屋内運動場≫≪屋内プール・屋内運動場≫≪屋内プール・屋内運動場≫≪屋内プール・屋内運動場≫

□出入口は、地域開放に対応するため校舎棟出入口と区別（基本計画No.34-8）□出入口は、地域開放に対応するため校舎棟出入口と区別（基本計画No.34-8）□出入口は、地域開放に対応するため校舎棟出入口と区別（基本計画No.34-8）□出入口は、地域開放に対応するため校舎棟出入口と区別（基本計画No.34-8）□出入口は、地域開放に対応するため校舎棟出入口と区別（基本計画No.34-8）□出入口は、地域開放に対応するため校舎棟出入口と区別（基本計画No.34-8）□出入口は、地域開放に対応するため校舎棟出入口と区別（基本計画No.34-8）

≪グラウンド≫≪グラウンド≫≪グラウンド≫≪グラウンド≫≪グラウンド≫≪グラウンド≫≪グラウンド≫
□広く整形な校庭（基本計画No.58-5）□広く整形な校庭（基本計画No.58-5）□広く整形な校庭（基本計画No.58-5）□広く整形な校庭（基本計画No.58-5）□広く整形な校庭（基本計画No.58-5）□広く整形な校庭（基本計画No.58-5）□広く整形な校庭（基本計画No.58-5）

１階１階１階１階１階１階１階

２階２階２階２階２階２階２階

３階３階３階３階３階３階３階

４階４階４階４階４階４階４階

１階１階１階１階１階１階１階

・屋内運動場棟・屋内運動場棟・屋内運動場棟・屋内運動場棟・屋内運動場棟・屋内運動場棟・屋内運動場棟
屋内プール屋内プール屋内プール屋内プール屋内プール屋内プール屋内プール

屋内プール屋内プール屋内プール屋内プール屋内プール屋内プール屋内プール

更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室
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保
健

保
健
保
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階段階段階段階段階段階段階段

EHEHEHEHEHEHEH

校
長
校
長
校
長
校
長

校
長
校
長
校
長

階段階段階段階段階段階段階段

給食給食給食給食給食給食給食

２階２階２階２階２階２階２階

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

階段階段階段階段階段階段階段
EVEVEVEVEVEVEV

階段階段階段階段階段階段階段EVEVEVEVEVEVEV
武道場武道場武道場武道場武道場武道場武道場

ﾌﾟｰﾙ上部ﾌﾟｰﾙ上部ﾌﾟｰﾙ上部ﾌﾟｰﾙ上部ﾌﾟｰﾙ上部ﾌﾟｰﾙ上部ﾌﾟｰﾙ上部

上部上部上部上部上部上部上部
武道場武道場武道場武道場武道場武道場武道場

階段階段階段階段階段階段階段

階段階段階段階段階段階段階段
EVEVEVEVEVEVEV

階段階段階段階段階段階段階段

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場

屋上屋上屋上屋上屋上屋上屋上
階段階段階段階段階段階段階段

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

EVEVEVEVEVEVEV
階段階段階段階段階段階段階段

屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場
上部上部上部上部上部上部上部

外部外部外部外部外部外部外部

凡例（色）凡例（色）凡例（色）凡例（色）凡例（色）凡例（色）凡例（色）

出入口出入口出入口出入口出入口出入口出入口

校門校門校門校門校門校門校門

縮尺：　1/1000縮尺：　1/1000縮尺：　1/1000縮尺：　1/1000縮尺：　1/1000縮尺：　1/1000縮尺：　1/1000

・屋内運動場棟・屋内運動場棟・屋内運動場棟・屋内運動場棟・屋内運動場棟・屋内運動場棟・屋内運動場棟

≪普通教室≫≪普通教室≫≪普通教室≫≪普通教室≫≪普通教室≫≪普通教室≫≪普通教室≫
□同一学年の教室を同一階に配置（基本計画No.1-1）□同一学年の教室を同一階に配置（基本計画No.1-1）□同一学年の教室を同一階に配置（基本計画No.1-1）□同一学年の教室を同一階に配置（基本計画No.1-1）□同一学年の教室を同一階に配置（基本計画No.1-1）□同一学年の教室を同一階に配置（基本計画No.1-1）□同一学年の教室を同一階に配置（基本計画No.1-1）

校舎棟校舎棟校舎棟校舎棟校舎棟校舎棟校舎棟

≪校長室・職員室≫≪校長室・職員室≫≪校長室・職員室≫≪校長室・職員室≫≪校長室・職員室≫≪校長室・職員室≫≪校長室・職員室≫
□校庭、校門への見通しに配慮□校庭、校門への見通しに配慮□校庭、校門への見通しに配慮□校庭、校門への見通しに配慮□校庭、校門への見通しに配慮□校庭、校門への見通しに配慮□校庭、校門への見通しに配慮

　（基本計画No.20-2、No.21-1-4）　（基本計画No.20-2、No.21-1-4）　（基本計画No.20-2、No.21-1-4）　（基本計画No.20-2、No.21-1-4）　（基本計画No.20-2、No.21-1-4）　（基本計画No.20-2、No.21-1-4）　（基本計画No.20-2、No.21-1-4）

≪屋内プール≫≪屋内プール≫≪屋内プール≫≪屋内プール≫≪屋内プール≫≪屋内プール≫≪屋内プール≫

≪屋内運動場≫≪屋内運動場≫≪屋内運動場≫≪屋内運動場≫≪屋内運動場≫≪屋内運動場≫≪屋内運動場≫
□災害時の避難所を想定し、水害に備えた3階へ配置（基本計画No.34-5）□災害時の避難所を想定し、水害に備えた3階へ配置（基本計画No.34-5）□災害時の避難所を想定し、水害に備えた3階へ配置（基本計画No.34-5）□災害時の避難所を想定し、水害に備えた3階へ配置（基本計画No.34-5）□災害時の避難所を想定し、水害に備えた3階へ配置（基本計画No.34-5）□災害時の避難所を想定し、水害に備えた3階へ配置（基本計画No.34-5）□災害時の避難所を想定し、水害に備えた3階へ配置（基本計画No.34-5）

□学校利用・地域利用の両立可能な動線計画（基本計画No.36-9）□学校利用・地域利用の両立可能な動線計画（基本計画No.36-9）□学校利用・地域利用の両立可能な動線計画（基本計画No.36-9）□学校利用・地域利用の両立可能な動線計画（基本計画No.36-9）□学校利用・地域利用の両立可能な動線計画（基本計画No.36-9）□学校利用・地域利用の両立可能な動線計画（基本計画No.36-9）□学校利用・地域利用の両立可能な動線計画（基本計画No.36-9）
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倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫放送放送放送放送放送放送放送

器具器具器具器具器具器具器具

救護救護救護救護救護救護救護

教育教育教育教育教育教育教育
相談相談相談相談相談相談相談

印刷印刷印刷印刷印刷印刷印刷教材教材教材教材教材教材教材

資料資料資料資料資料資料資料

進路進路進路進路進路進路進路
相談相談相談相談相談相談相談

(ＰＴＡ)(ＰＴＡ)(ＰＴＡ)(ＰＴＡ)(ＰＴＡ)(ＰＴＡ)(ＰＴＡ)

配膳配膳配膳配膳配膳配膳配膳 教材教材教材教材教材教材教材
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調理調理調理調理調理調理調理 被服被服被服被服被服被服被服

技術技術技術技術技術技術技術

美術美術美術美術美術美術美術

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫
配膳配膳配膳配膳配膳配膳配膳

教材教材教材教材教材教材教材

防災倉庫防災倉庫防災倉庫防災倉庫防災倉庫防災倉庫防災倉庫
更衣更衣更衣更衣更衣更衣更衣
生徒生徒生徒生徒生徒生徒生徒

音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽
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理科１理科１理科１理科１理科１理科１理科１ 理科２理科２理科２理科２理科２理科２理科２

採暖採暖採暖採暖採暖採暖採暖

資料１資料１資料１資料１資料１資料１資料１

多目的多目的多目的多目的多目的多目的多目的

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫
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視
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視
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視
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≪蓮田≫≪蓮田≫≪蓮田≫≪蓮田≫≪蓮田≫≪蓮田≫≪蓮田≫
□残置または移設する（基本計画No.47-4）□残置または移設する（基本計画No.47-4）□残置または移設する（基本計画No.47-4）□残置または移設する（基本計画No.47-4）□残置または移設する（基本計画No.47-4）□残置または移設する（基本計画No.47-4）□残置または移設する（基本計画No.47-4）

□陽当たりの良さ（基本計画No.47-4）□陽当たりの良さ（基本計画No.47-4）□陽当たりの良さ（基本計画No.47-4）□陽当たりの良さ（基本計画No.47-4）□陽当たりの良さ（基本計画No.47-4）□陽当たりの良さ（基本計画No.47-4）□陽当たりの良さ（基本計画No.47-4）

□管理のしやすさ（基本計画No.47-4）□管理のしやすさ（基本計画No.47-4）□管理のしやすさ（基本計画No.47-4）□管理のしやすさ（基本計画No.47-4）□管理のしやすさ（基本計画No.47-4）□管理のしやすさ（基本計画No.47-4）□管理のしやすさ（基本計画No.47-4）

□学校の特色としての蓮田（基本構想＜特色＞）□学校の特色としての蓮田（基本構想＜特色＞）□学校の特色としての蓮田（基本構想＜特色＞）□学校の特色としての蓮田（基本構想＜特色＞）□学校の特色としての蓮田（基本構想＜特色＞）□学校の特色としての蓮田（基本構想＜特色＞）□学校の特色としての蓮田（基本構想＜特色＞）

□地域交流・防災を考慮し歩道上空地を整備（基本構想＜特色＞）□地域交流・防災を考慮し歩道上空地を整備（基本構想＜特色＞）□地域交流・防災を考慮し歩道上空地を整備（基本構想＜特色＞）□地域交流・防災を考慮し歩道上空地を整備（基本構想＜特色＞）□地域交流・防災を考慮し歩道上空地を整備（基本構想＜特色＞）□地域交流・防災を考慮し歩道上空地を整備（基本構想＜特色＞）□地域交流・防災を考慮し歩道上空地を整備（基本構想＜特色＞）

　　　　　　　　　　　　　　認定
外

認定
外

認定
外

認定
外

認定
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認定
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認定
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WCWCWCWCWCWCWC
WCWCWCWCWCWCWC

WCWCWCWCWCWCWC

WCWCWCWCWCWCWC

WCWCWCWCWCWCWC
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WCWCWCWCWCWCWC

WCWCWCWCWCWCWC

WCWCWCWCWCWCWC

グラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンド
有効面積：約9500㎡有効面積：約9500㎡有効面積：約9500㎡有効面積：約9500㎡有効面積：約9500㎡有効面積：約9500㎡有効面積：約9500㎡

120ｍトラック120ｍトラック120ｍトラック120ｍトラック120ｍトラック120ｍトラック120ｍトラック

ベースプランベースプランベースプランベースプランベースプランベースプランベースプラン
※「ベースプラン」とは、改築工事費の抑制及び※「ベースプラン」とは、改築工事費の抑制及び※「ベースプラン」とは、改築工事費の抑制及び※「ベースプラン」とは、改築工事費の抑制及び※「ベースプラン」とは、改築工事費の抑制及び※「ベースプラン」とは、改築工事費の抑制及び※「ベースプラン」とは、改築工事費の抑制及び

　施工効率を図る計画であるため、平面計画等の作成　施工効率を図る計画であるため、平面計画等の作成　施工効率を図る計画であるため、平面計画等の作成　施工効率を図る計画であるため、平面計画等の作成　施工効率を図る計画であるため、平面計画等の作成　施工効率を図る計画であるため、平面計画等の作成　施工効率を図る計画であるため、平面計画等の作成

　にあたっては関係法令を優先すること。　にあたっては関係法令を優先すること。　にあたっては関係法令を優先すること。　にあたっては関係法令を優先すること。　にあたっては関係法令を優先すること。　にあたっては関係法令を優先すること。　にあたっては関係法令を優先すること。

※各階のプランを固定するものではない。※各階のプランを固定するものではない。※各階のプランを固定するものではない。※各階のプランを固定するものではない。※各階のプランを固定するものではない。※各階のプランを固定するものではない。※各階のプランを固定するものではない。

≪歩道状空地≫≪歩道状空地≫≪歩道状空地≫≪歩道状空地≫≪歩道状空地≫≪歩道状空地≫≪歩道状空地≫



松江第一中学校 予定教室数及び各室面積 

 

１．普通教室 

室名 室数 参考面積(㎡) 備考 

通常学級 
(少人数教室) 

24 72 
8ｍ×9ｍ程度 
各学年7教室+少人数3教室 

知的学級(固定) 5 36 各学年1教室+α 

弱視学級(通級) 1 36  

情緒学級(巡回) 3 12  

      

２．特別教室（準備室を含む） 

室名 室数 参考面積(㎡) 室名 室数 参考面積(㎡) 

理科室 2 126 学校図書館 1 144 

音楽室 1 126 教育相談室 2 24 

美術室 1 126 進路相談室 2 12 

調理室 1 126 多目的室(知的) 1 64 

被服室 1 126 多目的室(情緒) 2 36 

技術室 1 
144 

(機械室を含む) 
多目的室 

(弱視通級) 
1 36 

パソコン室 1 90 多目的室 1 64 

      

３．管理諸室等 

室名 室数 参考面積(㎡) 室名 室数 参考面積(㎡) 

校長室 1 36 印刷室 1 24 

職員室 1 180 放送室 1 18 

事務室 1 36 職員更衣室 2 18 

主事室 1 36 生徒更衣室 2 18 

保健室 1 72 倉庫・用品庫 適宜 適宜 

会議室 1 72 教材室 適宜 
適宜 

(各階に設ける) 

ＰＴＡ室 1 72 資料室 1 適宜 

      

４．その他諸室 

室名 室数 参考面積(㎡) 室名 室数 参考面積(㎡) 

屋内運動場 1 
600(アリーナ) 
(原則2階設置) 

防災備蓄倉庫 1 
40 

(原則2階設置) 

武道場 1 340(アリーナ) 
給食室 

(自校調理方式) 
1 

330 
(950食程度) 

屋内温水プール 

(諸室を含む) 
1 1,000 屋外倉庫 1 80 

テニスコート  2,000 コート管理棟 1 
80 

(更衣室・トイレ等含む) 

⇒屋内温水プールは、他校がバスを乗り入れての利用や、地域開放ができる 

仕様、配置とすること 

   ⇒テニスコートは地域開放ができる仕様、配置とすること 

資料２ 



資料３

松江第一中学校　改築事業スケジュール

年

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

※　スケジュールは令和7年11月時点のものであり、今後の情勢により変更の可能性があります。

令和１３年度 令和１４年度

改
築
事
業

学
校
運
営

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度
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資料４

　本敷地の西側は船堀街道があり、グリーンロードに接し

ています。敷地周辺には、北側に共同住宅が隣接し、道路

松江第一中学校（周辺図）

東小松川分駐所

都交通局
江戸川自動車営業所

一
之
江
境
川
親
水
公
園

都立白鷺特別支援学校

東小松川スポーツ公園

タワーホール船堀

を挟んだ東側には戸建住宅が近接しています。

都市公園

学 校

公共施設
(学校を除く）

凡　例

船堀コミュニティ会館
船堀第二保育園

都下水道局
江戸川出張所
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江戸川営業所

新大橋通り
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リ
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ロ
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船
堀
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松江テニスコート

住　　所

敷地面積

用途地域

容 積 率

建 蔽 率

防火地域

高度地区

日影規制

地区計画

景観計画

江戸川区立松江第一中学校

松江五丁目5番1号

近隣商業地域

400％

80％

防火地域

第二種

準防火地域

60％

200％

準工業地域

なし

なし

道の景観軸

なし

縮尺：　1/1000（Ａ３）

松江第一中学校(配置図及び日影状況図)

計画敷地

一般地域

4-2.5時間/4ｍなし

約18,100㎡

日影測定線（10ｍ、5ｍ　閉鎖方式）

等時間日影図
測定面は、平均地盤面からの高さ４ｍ

測定条件は北緯36度・冬至8～16時

増築境界線（竣工年度）

松江第一中学校用地

※本図面は参考資料であるので本件使用のみに限る

※敷地面積及び境界長については、参考値である。
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記念樹

蓮田

蓮田は移設の有無にかかわらず、蓮の
休作期間は認めない。
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（１）外観（立面・鳥瞰）イメージ図 

許容される表現の例 許容されない表現の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観への配慮、街並みとの調和等、建物の外観に係る要素が

評価テーマとされる場合、建物や、建物と周辺環境との関係

の考え方などについての説明文を補足するための外観イメー

ジ図。建物の配置やボリュームが表現されていてよい。簡易

なファサードの表現がされていてもよい。 

簡易でないファサードの表現。例えば、高度なレンダリングに

よる仕上げ材の質感やサッシの割付けの表現。 

  

BM63138
フリーテキスト
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（２）内観イメージ図 

許容される表現の例 許容されない表現の例 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

室内空間の考え方についての説明文を補足するための内観イ

メージ図。内部空間の形状が表現されていてよいが、描き込

みは簡易な表現とする。 

仕上げ材や家具・調度品の素材の質感、細部の形状等、詳細

が描き込まれた、描き込みが簡易でない表現。 
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江戸川区立松江第一中学校改築工事 

監理等業務委託仕様書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１１月 

 

江戸川区 都市開発部 学校建設技術課 

 



             

工事監理等業務委託仕様書 
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第１章 工事監理等業務委託の概要 

 
１．１ 委託件名  江戸川区立松江第一中学校改築工事監理等業務委託 
 
１．２ 委託場所  江戸川区松江五丁目5番 1号 

 
１．３ 委託期間  契約日の翌日から令和14年 5月 31日まで（予定） 

 
１．４ 対象工事 

（１）工事件名  A．江戸川区立松江第一中学校改築工事 
B．江戸川区立松江第一中学校改築に伴う電気設備工事 
C．江戸川区立松江第一中学校改築に伴う機械設備工事 

 
（２）建物規模  構  造： 鉄筋コンクリート造又はその他構造（コンクリート充填鋼管構造等） 

敷地面積： 約 18，100㎡（令和7年 11月現在、測量中のため参考値） 
延べ面積： 9,900㎡程度 

 
（３）工  期  令和 10年 7月着手  令和 14年 4月下旬（予定） 

 

１．５ 監理業務技術者 

次の職種の技術者を配置すること。  〇建築  〇電気設備  〇機械設備 

建築基準法に基づく工事監理者届を提出すること。 

 

第２章 総 則 

 

２．１ 適用基準等 

 業務を実施するにあたり、下記の示す仕様書等に準拠し業務を遂行すること。 
（１） 「江戸川区建築工事標準仕様書」  

(ただし、「東京都建築工事標準仕様書」の「東京都」を「江戸川区」と読み替える) 

（２） 「江戸川区電気設備工事標準仕様書」  

(ただし、「東京都電気設備工事標準仕様書」の「東京都」を「江戸川区」と読み替える) 

（３） 「江戸川区機械設備工事標準仕様書」  

(ただし、「東京都機械設備工事標準仕様書」の「東京都」を「江戸川区」と読み替える) 

（４） 「構造設計指針・同解説 (東京都財務局)」 

（５） 「電子納品仕様書(都市開発部)」 

（６） 「監理業務立会い確認仕様書」 

※（１）～（５）は最新版とする。 

 

２．２ 用語の定義 

(１) 「受託者」とは、工事監理等業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人又は会社その

他の法人をいう。 

(２) 「区担当者」とは、委託者が監督員として受託者に通知した区職員で、契約図書に定められた範
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囲内において受託者又は代理人若しくは監理業務技術者若しくは各主任担当技術者に対する指示、

承諾又は協議の職務等を行う者をいう。 

(３) 「代理人」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、契約に基づく受託者の一

切の権限を行使することができるもので、受託者が定め、委託者の承諾を受けた者をいう。 

(４) 「監理業務技術者」とは、契約の履行に関し、工事監理業務の技術上の管理及び統括等を行う者

で、受託者が定めた者をいう。 

(５) 「各主任担当技術者」とは、監理業務技術者の下で、意匠、構造、電気設備、機械設備等の業務

ごとに、その業務に関する技術者の統括を行う者で、受託者が定めた者をいう。 

(６) 「担当技術者」とは、監理業務技術者及び各主任担当技術者の下で、意匠、構造、電気設備、機

械設備等の業務を行う者で、受託者が定めた者をいう。 

(７) 「対象工事」とは、当該工事監理等業務の対象となる工事をいう。 

(８) 「請負者等」とは、対象工事の工事請負契約の請負者又は工事請負契約書の規定により定められ

た現場代理人をいう。 

(９) 「契約図書」とは、工事監理業務委託契約書（以下「契約書」という。）及び工事監理等業務委

託仕様書をいう。 

(10)「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、発注者から変

更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 

(11)「工事監理等業務仕様書」とは、仕様書、特記事項（特記事項において定める資料及び基準等を

含む。）、別冊の図面及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。 

(12)「指示」とは、区担当者が受託者に対し、工事監理等業務の遂行上必要な事項について書面をも

って示し、実施させることをいう。 

(13)「報告」とは、受託者が区担当者に対して、工事監理等業務の遂行に係る事項について、書面を

もって知らせることをいう。 

(14)「承諾」とは、受託者が区担当者に対し、書面で申し出た工事監理等業務の遂行上必要な事項に

ついて、区担当者が書面により同意することをいう。 

(15)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、受託者が委託者と対等の立場で合議す

ることをいう。 

(16)「提出」とは、受託者が区担当者に対し、工事監理等業務に係る書面又はその他の資料を説明し、

差し出すことをいう。 

(17)「打合せ」とは、工事監理等業務を適正かつ円滑に実施するために監理業務技術者等が区担当者

等又は請負者等と面談により、設計意図を伝達するとともに、業務の方針や条件等又は設計内容

の疑義を正すことをいう。 

(18)「立会い」とは、受託者が、工事が設計図書等の内容どおりに施工又は製作されているかどうか

を確認するため、工事現場、製作所、試験機関等において、それぞれの施工等に立会うことをい

う。 

(19)「確認」とは、区担当者が工事の施工等に関する請負者等への指示又は承諾した事項及び設計図

書等に示された事項が適正に処理されているかどうかを受託者が確認することをいう。 

  なお、確認は、試験、目視、計測の各行為を現場立会い又は請負者等が行った試験、目視、計測

の結果を記した書面の確認のいずれかの方法で行うこととする。 

(20)「調査・検討」とは、 受託者が、設計図書等と十分に照合し、内容が適合しているか否か又は適

切であるか否かを明かにすることをいう。 
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(21)「書面」とは、発効年月日が記載され、署名又は押印した文書をいう。緊急を有する場合はファ

クシミリ及び電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとす

る。 

(22)「協力会社」とは、受託者が監理業務等の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をい

う。 

(23)「検査」とは、契約図書に基づき、工事監理等業務の実施状況について確認することをいう。 

 

２．３ 業務内容の疑義 

受託者は、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに区担当者と協議し、その指示に従わなけれ

ばならない。 

 

２．４ 技術者等 

(１) 受託者は、代理人、監理業務技術者、各主任担当技術者及び担当技術者を定め、委託者に通知し

なければならない。 

(２) 代理人と監理業務技術者は兼ねることが出来る。 

(３) 受託者又は監理業務技術者は、区担当者の指示により、関連する他の工事監理業務の受託者と十

分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。 

 

２．５ 提出書類 

(１) 受託者は、本仕様書で別に定めがある場合を除き、区担当者の指示する日までに、関係書類の整

備を完了し、提出する。 

(２) 受託者が提出する書類で、様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出す

るものとする。ただし、区担当者がその様式を指示した場合は、これによる。 

 

２．６ 資料の貸与及び返却 

(１) 委託者は、受託者に工事監理等業務の遂行にあたって必要となる資料を貸与する。 

(２) 引渡場所及び引渡時期は、区担当者の指示による。 

(３) 受託者は、資料の引渡しに係る管理記録簿を作成し、区担当者が要求したときは、速やかに管理

記録簿を提出しなければならない。 

(４) 受託者は、資料を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。万一、紛失又は損傷

した場合は、受託者の責任と費用負担において代品を納め若しくは原状に復し返還し、又はこれ

らに代えてその損害を賠償しなければならない。 

(５) 受託者は、工事監理業務完了時に資料を返却しなければならない。 

 

２．７ 再委託 

(１) 受託者は、工事監理等業務における総合的な企画及び判断並びに工事監理業務遂行管理について

は、これを再委託することはできない。 

(２) 受託者は、工事監理等業務の一部を再委託するに当たっては、当該工事監理等業務の遂行能力を

有する者の中から選定しなければならない。また、協力会社が江戸川区の競争入札参加有資格者

である場合は、指名停止期間中及び排除措置中であってはならない。 

(３) 受託者は、協力会社の工事監理業務執行体制、経歴等の概要を提出しなければならない。 
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(４) 受託者は、協力会社に対し、工事監理等業務の実施について適切な指導及び管理を実施しなけれ

ばならない。 

 

２．８ 打合せ及び記録 

(１) 受託者は、工事監理等業務を適正かつ円滑に実施するため、区担当者と常に密接な連絡をとり、

業務の方針、条件等の疑義を質すものとし、その内容については、その都度受託者が書面（打合

せ議事録）に記録し、相互に確認しなければならない。 

(２) 受託者は、請負者等との打合せを行った場合は、打合せの内容について書面（打合せ議事録）に

記録しなければならない。 

 

２．９ 関連する法令、条例等の遵守 

受託者は、工事監理等業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。 

 

２．１０ 関係機関への手続き等 

(１) 受託者は、工事監理等業務の実施に当たっては、委託者が行う関係機関等への手続き及び立会い

の際に協力しなければならない。また、受託者は、工事監理等業務を実施するため、関係機関等

に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を区担当者に事

前に報告しなければならない。 

(２) 受託者は、以下の建築基準法等の法令等に基づく検査に必要な書類の原案を作成して区担当者に

提出し、また、その申請手続き（提出、説明、照合、検査立会い、受領）を行わなければならな

い。 

 ア 昇降機の計画通知申請手続き 

 イ 中間検査申請手続き 

 ウ 仮使用認定申請手続き 

 エ 工事完了通知手続き 

(３) 受託者は、関係機関等との打合せを行った場合は、その内容について、書面（打合せ議事録）に

記録し、区担当者に報告しなければならない。 

 

２．１１ 環境により良い自動車利用 

本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、「都民の健康と安全を確保する

環境に関する条例」（平成12年東京都条例第215号）の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

(１) ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

(２) 「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特

別措置法」（平成4年法律第70号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。 

(３) 低公害・低燃費な自動車に努めること。 

なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写し

の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 

 

２．１２ 不当介入に対する通報報告 

本契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合（再受託者が暴力団等から不当介

入を受けた場合を含む。）は、「江戸川区契約における暴力団等排除措置要綱」（平成 23 年 10 月 1
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日施行）に基づき、区担当者への報告及び警視庁管轄警察署への通報並びに捜査上必要な協力をす

ること。 

 

第３章 工事監理等業務の実施 

 
３．１ 業務の着手 

(１) 受託者は、委託契約締結後速やかに工事監理等業務に着手しなければならない。 

(２) 受託者は、工事監理等業務の着手に当たり、契約図書及び設計図書を十分に把握しなければなら

ない。 

(３) 受託者は、工事監理等業務の着手に当たり、３．３に規定する監理業務実施計画書を作成し、区

担当者に提出するものとする。 

 

３．２ 工事監理等業務の内容 

受託者は、次の業務を処理するものとする。 

（１）工事監理に関する業務 

ア 工事監理方針の説明等 
(ｱ) 工事監理方針の説明 

当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について記載され

た監理業務実施計画書を作成し、区担当者に提出し、承諾を受ける。 
(ｲ) 工事監理方針変更の場合の協議 

当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、区担当者と協議する。 
イ 設計の意図を請負者等に正確に伝えるための業務 
(ｱ) 請負者等との打合せ 

設計意図を正確に伝えるため必要に応じて説明図等を作成し、請負者等との打合

せを行う。 
(ｲ) 質疑書等の検討 

請負者等から工事に関する質疑書及び協議書等が提出された場合、設計図書に定

められた品質（形状・寸法・仕上がり・機能・性能・価格等を含む。以下、同じ）

確保の観点から技術的に検討し、その結果を区担当者に報告する。 

(ｳ) 図面等の作成 

必要に応じて設計意図を正確に伝えるためのスケッチ及び詳細図等を作成し、実施工程

表に基づき請負者等が工事を円滑に遂行するため必要な時期に、区担当者へ提出する。 
ウ 施工図等を設計図書に照らして検討・報告する業務 

(ｱ) 施工図等の検討・報告 
ａ 請負者等が作成・提出する施工図（現寸図・躯体図・工作図・製作図等をい

う。）、製作見本、模型、見本施工等が設計図書の内容に適合しているか否か

を検討し、適合していると認められる場合には、その旨を区担当者に報告する。 
ｂ ａの結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を

確保するために必要な措置についてとりまとめ、区担当者に報告する。 
ｃ ｂの結果、請負者等が施工図、製作見本、模型、見本施工等を再度、作成・
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提出した場合は、ａ、ｂの規定を準用する。 
(ｲ) 工事材料・設備機器等の検討・報告 

ａ 請負者等が提案・提出する工事材料・設備機器等（材料・機器製造者及び専

門工事業者の選定についての提案を含む。）及びそれらの見本に関し、請負者

等に対して事前に指示すべき内容を区担当者に報告し、提案・提出された工事

材料・設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについ

て検討し、適合していると認められる場合には、その旨を区担当者に報告する。 
ｂ ａの結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を

確保するために必要な措置についてとりまとめ、区担当者に報告する。 
ｃ ｂの結果、請負者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度、作成・

提出した場合は、ａ、ｂの規定を準用する。 
エ 工事と設計図書との照合・確認 
 請負者等が行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定め

のある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、請負者等から提出

される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的な方法により確認を行う。 
オ 工事と設計図書との照合・確認の結果報告等  

(ｱ) エの結果、工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、そ

の旨を区担当者に報告する。 
(ｲ) エの結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある

場合、又は区担当者から適合していない箇所を示された場合には、直ちに、区担

当者に報告するとともに、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措

置についてとりまとめ、区担当者に報告する。 

(ｳ) 区担当者から工事が設計図書とおりに実施されていないと認められる箇所を示

された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置につい

てとりまとめ、区担当者に報告する。 

(ｴ) 請負者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める品質確保の

観点から適切か否かを検討し、適切と認められる場合には、確認し、その内容を

区担当者に報告する。 

(ｵ) (ｴ)の結果、修補が適切になされていないと認められる場合には、(ｱ) 、(ｲ)及び

(ｴ)に準じ取り扱う。 

カ 工事現場の危害の防止等の確認・報告工事現場の危害の防止等の確認・報告  

(ｱ) 請負者等が提出する施工計画書等において施工方法及び仮設計画が、危害防止等に必要

な措置が講じられているか確認し、適合されていると認められる場合には、その旨を区

担当者に報告する。  

(ｲ) (ｱ)の結果、適合しないと認められる場合には、法令に定められた危害防止等に必要な

措置について取りまとめ、区担当者に報告する。  

(ｳ) (ｲ)の結果、請負者等が施工計画書等を再度、作成・提出した場合には、(ｱ)、(ｲ)の規

定を準用する。  

(ｴ) 請負者等が行う工事が、施工計画書等に基づき施工されているかを目視により確認し、

適正に施工されていると認められる場合には、その旨を区担当者に報告する  
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(ｵ) (ｴ)の結果、工事が適正に施工されていないと認められる場合には、直ちに区担当者に

報告するとともに、安全施工等に必要な措置についてとりまとめ、区担当者に報告する。  

キ 監理業務報告書等の提出 

工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、３．４に定める工事監理業務報告書

及び区担当者が指示した書類等の整備を行い区担当者に提出する。 

（２）その他の業務 
ア 工程計画の検討・報告 
(ｱ) 工事請負契約の定めにより請負者等が作成・提出する工程表について、工事請負

契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあ

るかについて検討し、工期及び品質が確保できると認められる場合には、その旨

を区担当者に報告する。 
(ｲ) (ｱ)の結果、工期及び品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、請

負者等に対する工程計画の修正を求め、施工計画等、その他必要な措置と併せて

対策をとりまとめ、区担当者に報告する。 
(ｳ) (ｲ)の結果、請負者等が工程計画を再度、作成・提出した場合は、(ｱ)、(ｲ)の規定

を準用する。 
イ 設計図書に定めのある施工計画の検討・報告 
(ｱ) 設計図書の定めにより請負者等が作成・提出する施工計画（工事施工体制に関す

る記載を含む。）について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定め

られた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると

認められる場合には、その旨を区担当者に報告する。 
(ｲ) (ｱ)の結果、工期及び品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、請

負者等に対して工程計画の修正を求め、施工計画等、その他必要な措置と併せて

対策をとりまとめ、区担当者に報告する。 

(ｳ) (ｲ)の結果、請負者等が施工計画を再度、作成・提出した場合は、(ｱ)、(ｲ)の規定

を準用する。 
ウ 工事と工事請負契約との照合・確認・報告等 
(ｱ) 工事と工事請負契約との照合・確認・報告 
ａ 請負者等の行う工事が工事請負契約の内容（設計図書に関する内容を除く。）

に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、請負者等から

提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的な方法により確認

を行い、適合していると認められる場合には、その旨を区担当者に報告する。 
ｂ ａの結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は区担当者から

適合していない箇所を示された場合には、請負者等に対して指示すべき事項を

検討し、その結果を区担当者に報告する。  
ｃ 請負者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を区担当

者に報告する。 
ｄ ｃの結果、修補が適切になされていないと認められる場合には、a、ｂ、ｃに

準じ取り扱う。 
(ｲ) 工事請負契約に定められた指示・検査等 
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工事監理仕様書に定められた試験・立会い・確認・審査・協議等（設計図書に

定めるものを除く。）を行い、その結果を区担当者に報告する。また請負者等が

試験・立会い・確認・審査・協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。 
(ｳ) 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査 

請負者等の行う工事が、設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ、破壊

検査が必要と認められる理由がある場合にあっては、区担当者に報告し、区担当

者の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。 
エ 関係機関の検査の立会い等 

  建築基準法等の法令等に基づく関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、
請負者等が作成して、受託者が提出する検査記録等を確認し、区担当者に報告する。 

（３）杭工事の監理業務内容 
別記による。 

（４）追加業務 

ア 建築基準法等関係法令に基づく必要図書の作成及び手続き 

（計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更等を含む） 

イ 仮使用認定申請に係る必要図書の作成及び手続き 

ウ 建築物省エネルギー性能認証に係る必要図書の作成及び手続き 

エ 建築物環境計画書に係る必要図書の作成及び手続き 

オ 省エネルギー計画書に係る必要図書の作成及び手続き 

カ 景観法及び景観条例に係る必要図書の作成及び手続き 

  （内装及び外装の色の決定に係る資料作成を含む） 

キ 江戸川区住宅等整備基準条例に係る必要図書の作成及び手続き 

ク 建築物ライフサイクルカーボン算定・評価（J-CAT標準算定法） 

ケ 基本図（配置図、案内図、建物概要、各階平面図、立面図、断面図）の作成 

コ インフレスライド条項適用に係るメーカー等見積書の再徴収及び比較書の作成 

サ インフレスライド条項適用に係る出来高数量の確認 

シ 請負者等の支払いに係る出来高数量の確認 

ス VE業務実施に伴う資料の作成 

セ 国庫補助金申請に係る資料の作成 

 

３．３ 監理業務実施計画書 

(１) 受託者は、監理業務実施計画書を契約日の翌日から14日以内に区担当者へ提出し、承諾を受け

なければならない。 

(２) 監理業務実施計画書への記載事項は、次の通りとする。 

ア 監理業務一般事項 

(ｱ) 監理業務の目的 

(ｲ) 監理業務実施計画書の適用範囲 

(ｳ) 監理業務実施計画書の適用法令 

(ｴ) 監理業務実施計画書の適用基準類 

(ｵ) 監理業務実施計画書に内容変更が生じた場合の処理方法 
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イ 監理業務体制 

(ｱ) 工事監理業務の指示系統図を作成する。 

(ｲ) 監理業務運営計画 

ａ 現場定例会議の開催に係る事項（出席者、開催時期、役割分担、その他必要事項）

を記載する。 

ｂ 協力会社を定めた場合及び複数の職種で工事監理等業務を行う場合には、相互の連

絡調整の方法及びその責任者などを記載する。 

ｃ その他、区担当者から別に指示がある場合、指示内容に応じた運営計画を記載する。 

ウ 監理業務方針 

(ｱ) 本仕様書に定められた工事監理等業務の内容に対する業務の実施方針及びその業務の

具体的な内容について記載する。特に、区担当者が指示する重点を置いて実施する工事

監理等業務については、具体的な記載をする。 

(ｲ) 別表「確認項目及び確認方法の例示一覧」に示された確認業務を実施するため、工事内

容に応じた立会いの内容と頻度等を記載する。 

エ 監理業務工程計画 

監理業務工程表に監理業務技術者の配置予定期間及び配置予定技術者数を記載する。対象

工事の実施工程との整合を図るため、請負者等から提出される工事の実施工程表の内容を十

分検討の上、作成する。検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。 

(３) 区担当者が指示した事項については、受託者は更に詳細な業務の計画に係る資料を提出しなけれ

ばならない。 

(４) 受託者は、監理業務実施計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にし、区担当者に報

告の上、その都度区担当者に変更監理業務実施計画書を提出しなければならない。この場合、受

託者は、変更工事監理業務の実施14日前までに変更監理業務実施計画書を区担当者に提出し、承

諾を受けなければならない。 

(５) 受託者は、区担当者の承諾を受けた監理業務実施計画書及び変更監理業務実施計画書に基づき、

工事監理等業務を実施しなければならない。 

 

３．４ 工事監理業務報告書 

 受託者は、工事監理等業務の実施内容等について、次の書類を作成し、区担当者に提出する。 

（１）工事監理業務月報 

主要な月間の工事監理等業務の実施内容及び翌月の予定について、月間業務実施内容報告書及

び月間業務予定報告書に各工事監理等業務の内容を簡潔に記載する。 

（２）記録写真 

受託者が、検査、立会い、現場での確認等を行った際には、その立会い状況等を撮影し整備す

る。 

（３）打合せ議事録 

区担当者及び請負者等との打合せ結果について、打合せ議事録に必要事項を記載する。 

（４）報告書 

別表「確認項目及び確認方法の例示一覧」に示された報告事項については、内容及びその結果

等を簡潔に記載した報告書を作成する。また、報告書の一覧表を作成し工事監理業務完了報告

書に添付する。 
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（５）提出時期 

（１）、（２）については、原則として翌月のはじめに工事監理業務月報として、（３）、（４）に

ついては、その都度速やかに、区担当者へ提出しなければならない。 

 

３．５ 設計図書の疑義 

受託者は、設計図書に疑義があるときは、施工前に区担当者に報告し、速やかに区担当者の指示

を受けなければならない。 

 

３．６ 工事監理業務の速やかな実施及び工期厳守 

（１）受託者は、請負者等が時宜を失することなく工事が施工できるよう、調査、検討、承認、助言

等の工事監理等業務を速やかに行わなければならない。業務の遅延または不備の看過により工

事に支障が生じた場合、その責任は受託者が負う場合がある。 

（２）受託者は、工事全体の進捗を常時把握し、計画に基づき適正に調整、指導を行わなければなら

ない。遅延が予見される場合には、直ちに原因を分析し、請負者等に必要な措置を講じさせな

ければならない。必要な措置を講じさせずに、工程に重大な影響を及ぼした場合、その責任は

受託者が負う場合がある。 

 

３．７ 請負者等への関与の禁止 

受託者は、請負者等の決定に係わる工事用材料及び機器の製作者（その施工者を含む。）の選択

については、関与してはならない。 

 

３．８ 書類の整理 

受託者は、委託者から貸与された資料等を含め、工事監理等業務に必要な下記の書類帳簿等を整

理しておかなければならない。 

(１) 工事請負契約書（写）及び設計図書（工事標準仕様書、特記仕様書、図面）  

(２) 現場説明書（質問回答書含む）  

(３) 地盤・測量調査書  

(４) 構造計算書  

(５) 計画通知書（写）  

(６) 設計変更図書  

(７) 施工計画書及び施工図  

(８) 実施工程表  

(９) 下請業者一覧表  

(１０) 施工記録（打合わせ簿、施工記録、工事記録写真）  

(１１) 月間出来高調書  

(１２) 工事検査に関する書類  

(１３) しゅん功時関係書類（「保全に関する資料」等）  

(１４) 工事監理等業務委託契約書（写）  

(１５) 監理業務実施計画書  

(１６) 工事監理業務月報等  
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(１７) その他必要な書類帳簿等 

 

３．９ 現場定例会議の運営に関する協力 

(１) 受託者は、現場定例会議に出席しなければならない。 

(２) 受託者は、現場定例会議の円滑な運営に資するため、区担当者に協力しなければならない。 

 

３．１０ 工事監理等業務の検査 

(１) 受託者は、委託業務が完了したときは、遅滞なく完了届及び３．３（２）に定める工程表（実施

を朱書きしたもの）を提出しなければならない。また、工事監理業務完了報告書並びに区担当者

が指示した書類等の整備を完了し、納品書とともに提出する。（ファイリング提出） 

(２) 受託者は、検査を受ける場合あらかじめ契約図書により義務付けられた工事監理業務報告書並び

に指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料

を整備し、区担当者に提出しておかなければならない。 

(３) 検査は、区担当者及び代理人又は監理業務技術者の立会のうえ、工事監理等業務の実施状況につ

いて、書類等により行うものとする。 

(４) 工事監理業務完了報告書の記載事項は、以下の通りとする。 

ア 監理業務工程表（実施を朱書きしたもの） 

イ ３．４(４)に定める報告書一覧表 

ウ 監理業務出面集計表 

エ その他、区担当者の指示する事項 

 

第４章 その他 

 
４．１ 秘密の保持等 

(１) 受託者は、本業務を通して知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならない。 

(２) 受託者は、委託者の承諾を受けた場合を除き、設計図書等や施工の記録等を工事監理等業務の目

的以外に使用してはならない。 

 

４．２ 契約不適合等の調査への立会い 

受託者は、委託者が工事監理等業務委託対象工事の契約不適合担保期間内に契約不適合等の調査

（対象工事の契約不適合及び不具合の確認をするための調査をいう。）を実施する場合は、これに立ち

会わなければならない。
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第５章 成果品の提出 

５．１ 成果品及び提出部数 

(１) 工事監理等業務の成果品及び提出部数は下記のとおりとする。 

成 果 品 部数 備  考 

工 

事 

監 

理 

業 

務 

 監理業務実施計画書 １ 着手後１４日以内 

  監理業務一般事項 １  

  監理業務体制 １  

  監理業務方針 １  

  監理業務工程計画 １  

  その他 １  

 工事監理業務報告書 １ 毎月 

  工事監理業務月報 １  

  記録写真 １  

  打合せ議事録 １  

  報告書（検査・立会い） １  

  その他 １  

 監理業務完了報告書 １ 工事完了後 

 監理業務工程表（実施を朱書きしたもの） １  

  ３．４(４)に定める報告書一覧表 １  

  監理業務出面集計表 １  

  その他 １  

追 

加 

業 

務 

ア 建築基準法等関係法令に基づく必要図書 1  

イ 仮使用認定申請に係る必要図書 １  

ウ 建築物省エネルギー性能認証に係る必要図書 １  

エ 建築物環境計画書に係る必要図書 １  

オ 省エネルギー計画書に係る必要図書 １  

カ 景観法及び景観条例に係る必要図書 １  

キ 江戸川区住宅等整備基準条例に係る必要図書 １  

ク 建築物ライフサイクルカーボン算定・評価 １ J-CAT標準算定法 

ケ 基本図（配置図、案内図、建物概要、各階平面図、立面図、

断面図） 
１ 

 

コ インフレスライド条項適用に係るメーカー等見積書の再徴

収及び比較書 
１ 

 

サ インフレスライド条項適用に係る出来高数量の確認資料 １  

シ 請負者等の支払いに係る出来高数量の確認資料 １  

ス VE業務実施に伴う資料 １  

セ 国庫補助金申請に係る資料 １  

納 品 書 1  
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（２）（１）ア～ケの成果品を収めた電子データは１部提出するものとし、提出図書はＴＩＦＦフォー

マット（Ｇ４圧縮）に変換のうえ、Jw_cadデータ、Microsoft Excelデータ等とともに提出する

こと。電子データの納品方法は、「電子納品仕様書（都市開発部）」による。また、Jw_cadデータ

は1 ﾌｧｲﾙあたり10MB程度とすること。 

（３）積算は、営繕積算システムＲＩＢＣ２内訳書数量入力システム（(一財)建築コスト管理システ

ム研究所）を使用すること。ただし、区は必要な単価データ等は貸与するが、パソコン、システ

ム等の提供は行わない。ＲＩＢＣ２利用経費は委託料に含むものとする。 
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別記 杭工事の監理業務内容 

 

受託者は、当該工事監理業務において請負者が杭工事を施工するに当たり、次の業務を実施しな

ければならない。 
 
１ 工事監理方針決定のための与条件の把握 
(１) 受託者は、あらかじめ設計図書の内容及び前提となる設計条件を的確に把握する。その

ために、設計の際に把握した地盤情報や、設計において選定した基礎杭の施工上における

留意点について把握すること。また、これらの事項について関係者（区担当者、設計者、

請負者）と、事前に情報共有を図ること。 

(２) 受託者は、請負者と下請の役割分担、杭の支持層への到達等の技術的判断方法、施工記

録の確認方法、施工記録が取得できない場合の代替手法等が、請負者が作成する施工計画

書において、「基礎杭工事の適性な施工を確保するために講ずべき措置」（平成 28 年国土

交通省告示第 468 号）及び建設業団体の自主ルール（以下「告示等」という。）に照らし

て適切に定められているか確認すること。その際、必要に応じて、請負者等に説明を求め

る。  

 
２ 工事監理の実施方法 

受託者は、次の(１)及び(２)の方法により工事監理を実施すること。この際、施工計画

書に定められた各種管理基準値や施工記録の確認方法等が設計図書及び告示等に照らし

十分ではないと判断した場合は、請負者に修正を求めると共に、区担当者に報告する。さ

らに、必要に応じて(１)における抽出率を高く設定する等の適切な対応を行う。 
なお、複雑な地盤状況である場合や、敷地内に既存杭がある場合、既存杭が撤去され埋

戻しされている場合、又は支持層の位置等について設計図書等で特別な指示がある場合等

は、それらを踏まえて適正かつ慎重に工事監理を行うこと。 
(１) 立会い確認 
ア 受託者は、全ての試験杭について立会いを行い、杭材種、杭長、継手位置、杭の位置、

支持層の土質、支持層への根入れ深さ、根固め液並びに杭周固定液の管理等、必要な項

目について確認するとともに、請負者による施工管理のもとで設計図書及び施工計画書

どおりに施工されていることを確認すること。 
イ 受託者は、本杭について、設計図書等及び試験杭により確認した地盤の状況等を踏ま

え、適正な工事監理を行うことができるよう、必要に応じその施工に立ち会って確認す

る杭を適正に抽出し、立会い確認を行う。 
ウ 受託者は、杭工事の施工中においても、試験杭の結果や、実際の地盤の状況等を踏ま

え、適宜、立会い確認する杭の追加を検討すること。 
(２) 書類確認 
ア 受託者は、(１)以外の本杭については、請負者等の作成する自主検査記録、施工記録、

工事写真等の書類により確認を行う。 
イ 受託者は、工事の施工中においても、請負者の実施する施工記録等について適宜確認

し、請負者の施工管理が適正に行われていないと判断される場合には、請負者に対し指

導すると共に区担当者に報告し、適宜、立会いによる確認を行うこと。 
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３ 設計図書どおりに施工できない場合の対応 
受託者は、現場で支持層の位置の違いが判明するなど設計図書どおりに施工することが妥

当ではない状況が生じた場合（請負者からの協議書による場合を含む。）、区担当者への報告

及び必要に応じた関係者間での対応策の協議等、適切な対応を行う。この場合の報告及び協

議等の方法については、あらかじめ施工計画書に定め、関係者間で確認し、共有を図る。 
 

４ 工事監理の状況の記録 
受託者は、杭工事における工事監理の方法及びその結果について、適切に記録すると共に、

区担当者から求めがあった場合は、工事監理の状況の記録を提出する。 
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監理業務立会い確認仕様書 
 
別表「確認項目及び確認方法の例示一覧」の内、立会い確認は、以下に記載の頻度以上行うもの

とする。 
 
建築工事 

Ａ．必須 

2.仮設工事 2.1施工 
4.地業工事 4.3試験 

 
Ｂ．抽出（初回及び構造棟別先行工区(各階)必須） 

3.土工事  3.2施工 
4.地業工事 4.2施工（本杭 10%程度とし、位置については区担当者と協議の上決定） 
5.鉄筋工事 5.2施工、5.3試験 
6.コンクリート工事 6.2施工、6.3試験(1)ﾌﾚｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ 
7.鉄骨工事 7.2施工、7.3試験 
8.ALCパネル・押出成形セメント板工事 8.2施工 
9.防水工事 9.2施工 
18.塗装工事 18.2施工 
20.ユニット及びその他の工事 20.2施工 

 
Ｃ．初回 

5.鉄筋工事 5.1材料 
6.コンクリート工事 6.1材料（試験練り） 

 
※.その他 

・上記を除く工事については品質等を随時確認のこと。 
・隠ぺい部（防火区画等）については、抽出立会を行う。 
・外構工事について記載がないが、レベル管理、平坦性等の施工・品質について抽出立会を行う。 

 
電気設備・給排水衛生設備・空調換気設備工事共通 

Ａ．必須 

1.一般共通事項 コンクリート打設前の梁スリーブ 
 
Ｂ．抽出（先行工区（各階）必須） 

1.一般共通事項 天井隠ぺい部の機器落下防止処理（アンカーボルト位置を含む） 
2.一般共通事項 コンクリート打設前の床スリーブ、打ち込み配管 














































































